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住宅確保要配慮者に対する区の支援について 

 

〈住宅確保要配慮者に対する区の居住支援〉 

 

○区営住宅 

区分 内容 対象者 

抽選確率の優遇 一般に比べ３倍になるよ

う優遇 

以下の認定を受け、手帳等の交付を受

けている方 

・身体障害者手帳 1級～4級 

・愛の手帳 1度～3度 

・精神障害者保健福祉手帳 1級～2級 

・障害者福祉サービス受給者証 

優先入居住戸※ 10戸確保 

※優先入居した住宅に空室が生じた場合に公募により優先入居の申込受付を行っている。 

 

○区民住宅 

区分 内容 対象者 

抽選確率の優遇 一般に比べ３倍になるよ

う優遇 

以下の認定を受け、手帳等の交付を受

けている方 

・身体障害者手帳 1級～4級 

・愛の手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・障害者福祉サービス受給者証 

 

○居住安定支援家賃助成 

区分 内容 対象者 

家賃助成 月額５万円まで 区内に２年以上居住し、住民登録があ

り、立ち退きや、やむを得ない事由に

よる所得の減少などにより居住が困難

な以下の方 

・身体障害者手帳４級以上 

・愛の手帳４度以上 

・精神障害者保健福祉手帳３級以上 

転居一時金助成 礼金、仲介手数料の合算額 

（家賃基準額の３か月分まで） 

契約更新助成 契約更新料の額 

（家賃基準額の 1か月分まで） 

火災保険料助成 加入保険の保険料相当額 

（年額 7,500円まで） 

 

○高齢者等住み替え相談 

不動産関係団体などと連携して、住宅セーフティネット法に基づき居住支援協議会（事務局：

保健福祉部）を平成２８年７月に設置。住宅確保要配慮者や民間賃貸住宅の賃貸人双方に対し

て必要な支援策を検討するほか、関係機関との情報共有を図っている。 
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【参考】 

 

〈セーフティネット住宅について〉 

 

○セーフティネット住宅とは 

・住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録した住宅。 

 ※集合住宅については、住戸単位での登録が可能 

 ※入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲については大家が限定することが可能 

・住宅確保要配慮者以外も入居可能 

 

○セーフティネット住宅の登録 

・大家が（公財）東京都防災・建築まちづくりセンターへ申請を行い登録。 

・区内の登録住宅は２３１戸。 

 

○セーフティネット住宅の主な登録基準 

 ①耐震性を有すること 

 ②住戸の床面積が原則２５㎡以上であること 

 ③家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと 

  ※国の補助を受けた場合は、公営住宅相当の家賃水準以下に設定 

 

 

〈改正セーフティネット住宅法の施行〉 

 

○令和７年秋に改正セーフティネット法が施行される予定 

 ①大家が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備 

  ・賃貸契約が相続されない仕組み（終身建物賃貸借）の推進 

  ・残置物処理に困らない仕組みの普及 

  ・家賃の滞納に困らない仕組みの創設 

 ②居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進 

  ・日常の安否確認、見守り 

  ・生活、心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ 

 ③地域における総合的包括的な居住支援体制の整備を促進 

  ・住宅施策と福祉施策の連携 

  ・住まいに関する相談窓口から入居前、入居中、退去時までの支援 
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神⽥警察通りの道路整備事業の進捗について

区内の多くの⽅々から整備の要望をいただいている神⽥警察通り2期の⼯事を⾏いましたので、お知らせします。

地域住⺠の皆様⽅の意⾒を⼗分に反映して適正に⼿続きを実施し、議会でも予算や契約の議案等に重ねて賛成の議決をいた
だき、東京⾼裁など裁判所の判断を踏まえながら、事業を推進しています。

1. ⽇時 2⽉5⽇（⽔曜⽇）午前4時〜5時30分
⽇中の交通事情や交通管理者との協議を踏まえ実施しています。

2. 5⽇の整備内容
3本の樹⽊の伐採

3. 今後の取組
区⺠の皆様に安全に安⼼して神⽥警察通りを通⾏していただきますよう、計画に沿った整備作業を準備が整いしだ
い、迅速に進めてまいります。

神⽥警察通りの道路整備事業

神⽥警察通りの道路整備について

1 ⼯事開始後の経緯

本⼯事は、多くの区⺠の賛同をいただいていますが、⼀部のご理解いただけない⽅々がいたため、区は、説明会を何度も実
施しましたが、街路樹の撤去に反対する⼀部の⽅々にはご理解をいただくことはできませんでした。⼯事を⼀時⾒合わせ、
協議会で反対する⽅を含めた意⾒交換の場を設けましたが、意⾒は平⾏線のままでした。更に⾏政を抜きに地域住⺠同⼠で
の話し合いも⾏いましたが、⼀致点を⾒出すことはできませんでした。

早期に⼯事を進めてほしいとの多くの意⾒もあり、⼯事を再開したところ、反対する⽅々の⼀部は、住⺠らのまちづくりに
参画する権利・利益を侵害されたとして国家賠償法に基づく損害賠償請求の訴えを起こしましたが、東京地⽅裁判所と東京
⾼等裁判所で「事実関係を総合的に判断すれば、住⺠の権利・利益が侵害されたということはできない」と反対の⽅の主張
を棄却しています。

裁判の経緯については「神⽥警察通り道路整備⼯事に係る訴訟等の経緯（2025年2⽉5⽇更新）（PDF：347KB）」をご覧くだ
さい

また、度々地域や区外から応援に来ている反対する⽅々の⼀部が作業帯内に侵⼊し、樹⽊に抱きつくなどの妨害⾏為を⾏
い、⼯事が予定通り進まない状況が続き、さらには、反対派による区職員・⼯事請負業者・警備員に対する暴⼒的な妨害⾏
為があり刑事事件となり書類送検されています。

https://www.city.chiyoda.lg.jp/index.html
https://www.city.chiyoda.lg.jp/machizukuri/index.html
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/toshi/index.html
https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/32524/r70205keii.pdf
https://www.city.chiyoda.lg.jp/index.html
0001088939
スタンプ



区は、⼯事を安全に計画通り進めるために、反対する⽅々の⼀部を債務者として⼯事作業帯への⽴⼊を禁⽌する仮処分の申
し⽴てを⾏い、仮処分が決定されました。

反対する⽅々は、その決定を不服として異議申し⽴てをしましたが、東京地⽅裁判所は、「債務者の作業帯内に侵⼊する、
街路樹に張り付く⾏為は、表現の⾃由または集会の⾃由によって正当化されるものとは⾔えず、⼯事を直接実⼒で妨害する
ものというべきである」と判断し、仮処分決定を認可しました。

さらに、反対する⽅々は上訴しましたが、東京⾼等裁判所は東京地⽅裁判所と同様に棄却しています。

これまで、裁判所において6回、区の主張に沿った判断がなされています。

加えて、本⼯事は2021年3⽉に約3億7千8百万円で契約していますが、その後の妨害⾏為によって増額した経費は2023年度
末までで約7千7百万円に上っており、現時点でも妨害⾏為が続いているため、更なる経費の増加が⾒込まれています。

遺憾にも裁判での争いとなってしまいましたが、区としては円満な解決に向けて、令和6年5⽉から9⽉までに反対する⽅々
の代表と区側で6回、話し合いを⾏いましたが、残念ながら合意することはできませんでした。

区としては、地域住⺠の皆様⽅の意⾒を⼗分に反映して適正に⼿続きを進め、議会の議決も経て、裁判所の判断もあり、現
在に⾄っているものと認識しています。

今後は、区⺠の皆様に安全に安⼼して神⽥警察通りを通⾏していただきますよう、計画に沿った整備作業を着実に進めてい
きます。

神⽥警察通り道路整備⼯事に係る訴訟等の経緯（2025年2⽉5⽇更新）（PDF：347KB）

2 区議会との関係

区議会からも当初予算、契約議案、補正予算や契約変更議案などにおいて賛成の議決を重ねてきています。

【参考】

背景
（1）神⽥警察通り沿道まちづくり整備構想」の策定（2011年6⽉）

「神⽥警察通り沿道まちづくり検討委員会」を設置し、神⽥警察通りをまちづくりの軸とした活⼒・賑わいの再⽣を
図るための基本構想を策定

（2）神⽥警察通り沿道賑わいガイドライン」の策定（2013年3⽉）
構想の実現に向けて、地域住⺠・観光協会・学識経験者等20名以上の委員で構成される「神⽥警察通り沿道整備推進
協議会」（以下「協議会」という）を設置し、地域の⽅々と議論を重ね策定

現在の道路整備計画について
協議会において、2011年から21回にわたり神⽥警察通りの沿道まちづくりや道路整備の内容等について議論や検討を⾏
ってきました。

（1）整備に関するご意⾒
狭い歩道を、⼦どもも、お年寄りも、障がいをお持ちの⽅も、ベビーカーの⽅も、⾃転⾞の⽅も、誰もが安全にそ
して安⼼して通⾏できる歩道にしてほしい。

現在沿道にあるイチョウの植替えを⾏ってほしい。

（2）整備内容
歩道の拡幅・バリアフリー化、⾃転⾞⾛⾏空間の確保、街路樹を更新し本数を増やすとともに、沿道の緑も増加さ
せながら保⽔性舗装や遮熱性舗装を整備するなど環境に配慮し、合わせて荷捌き場も整備する内容となっていま
す。

https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/32524/r70205keii.pdf


神⽥警察通り道路整備⼯事に係る訴訟等の経緯（令和7年2⽉5⽇更新）

1 損害賠償請求訴訟の経緯

⼯事に反対する⼀部の住⺠（原告）から、原告らへの説明をせずに⼯事をしたことは原告らのまちづくりに参画する権利、
または利害を侵害するものとして国家賠償法に基づく損害請求訴訟が提起されました（令和4年5⽉6⽇訴訟提起）。

令和5年3⽉22⽇ 東京地⽅裁判所が原告側の請求を棄却【1】
⼯事の実施内容等を区が個別に地域住⺠等に説明すべき義務があるとまではいえないと判断

令和5年10⽉18⽇ 東京⾼等裁判所が原告側の控訴等を棄却【2】
控訴⼈らの権利・利益を侵害しないよう配慮すべき職務上の義務に違反するものであるとはいえないと判断

2 住⺠訴訟の経緯（係争中）

⼯事に反対する⼀部の住⺠（原告）から、（1）違法に締結された⼯事契約に基づく前払⾦の⽀払いが違法であることから、
区は、区⻑に対し、前払⾦相当額等を請求すること、（2）区による⼯事契約に基づく残代⾦の⽀払いを差し⽌めること、
（3）⼯事の⼀時中⽌の通知をしないことが違法であることを確認することを求める住⺠訴訟が提起されました。

令和4年7⽉11⽇、8⽉8⽇ 訴訟提起

令和6年11⽉5⽇ ⼝頭弁論終結（今後判決⾔渡しの予定）

3 仮処分命令の経緯

区（債権者）は、⼯事を安全に進めるため、やむを得ず妨害者（債務者）の⼯事作業帯内への⽴ち⼊りを禁⽌する仮処分を
東京地⽅裁判所へ申し⽴てました。東京地⽅裁判所は区の主張を認め、仮処分決定が出されました。債務者はこれを不服と
し、東京⾼等裁判所に保全抗告、さらに最⾼裁判所に特別抗告をしましたが、いずれも棄却され仮処分決定が維持されまし
た。

令和5年11⽉15⽇ 仮処分申⽴て

令和6年3⽉11⽇ 東京地⽅裁判所が8名に対する⽴⼊⾏為禁⽌の仮処分決定【3】

令和6年3⽉21⽇ 債務者（4名）が東京地⽅裁判所へ異議申⽴て

令和6年5⽉29⽇ 東京地⽅裁判所が仮処分決定の認可（債務者の異議を却下）【4】
作業帯内に侵⼊する、街路樹に張りつく、こうした⾏為は、表現の⾃由、または集会の⾃由によって正当化されるものと
は⾔えない。これらの⾏為は⼯事を直接実⼒で妨害しているものというべきだと判断

令和6年6⽉12⽇ 債務者（4名）が東京⾼等裁判所へ保全抗告申⽴て

令和6年9⽉18⽇ 東京⾼等裁判所が保全抗告を棄却【5】
東京地⽅裁判所の判断は相当であるとして⽀持

令和6年9⽉25⽇ 債務者（4名）が特別抗告提起と許可抗告申⽴て

令和6年10⽉23⽇ 東京⾼等裁判所が許可抗告を許可しない決定【6】

令和7年1⽉29⽇ 最⾼裁判所が特別抗告を棄却【7】

【1】〜【7】これまで裁判所において7回、区の主張に沿った判断がなされています。

神⽥警察通りの課題と整備計画（PDF：1,531KB）

https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/32524/kadai-keikaku.pdf


道路整備⼯事着⼿までの経緯

神⽥警察通り沿道整備推進協議会の内容や整備計画内容については、下記のリンクおよびファイルをご覧ください。

神⽥警察通り沿道地域のまちづくり

整備イメージ（PDF：769KB）

神⽥警察通りの道路整備計画

道路整備⼯事着⼿後の経緯

道路⼯事着⼿後の経緯については、下記のリンクをご覧ください。

神⽥警察通り道路整備⼯事再開について（令和4年4⽉28⽇）

神⽥警察通り道路整備について（令和5年2⽉7⽇）

神⽥警察通り道路整備⼯事における暴⼒⾏為について（令和5年4⽉12⽇）

お問い合わせ

環境まちづくり部道路公園課計画・設計係
〒102-8688 東京都千代⽥区九段南1-2-1
電話番号：03-5211-4240
ファクス：03-3221-3410
メールアドレス：dourokouen@city.chiyoda.lg.jp

.

Copyright © Chiyoda City. All Rights Reserved.

千代⽥区役所
法⼈番号 8000020131016

〒102-8688
電話番号
開庁時間

東京都千代⽥区九段南1-2-1
03-3264-2111（代表）  03-3264-3910（コールセンター）
⽉曜⽇〜⾦曜⽇の午前8時30分〜午後5時（祝⽇・年末年始（12⽉29⽇〜1⽉3⽇）を除く）
⼀部窓⼝によって、開庁時間が異なります。（総合窓⼝課・出張所の窓⼝開庁時間）

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/toshi/kekaku/guidelines/kandakesatsudori.html
https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/32524/seibiimage.pdf
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kotsu/setsubi/keikaku.html
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/toshi/kandakeisatsu-kojisaikai2.html
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/toshi/kandakeisatsu-dorosetsubi.html
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kuse/shisaku/kuseune/dorosetsubikoji-boryoku.html
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kuse/gaiyo/madoguchi/kaichojikan.html
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○千代田区ホームページ運営要綱 

平成16年３月31日15千政広発第175号 

改正 

平成17年１月31日16千政広発第137号 

平成28年１月21日27千政広報発第127号 

平成31年２月26日30千政広報発第122号 

令和５年３月１日４千政広報発第145号 

千代田区ホームページ運営要綱 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、インターネットを利用した区政情報の発信と区民等の意見などの受信等を目

的として、千代田区（以下「区」という。）が開設するホームページ（以下「区のホームページ」

という。）の運営について必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) ホームページ インターネットのサービスの一つであるＷＷＷ（ワールド・ワイド・ウェ

ブ）上にある独立したデータの集合体のこと。 

(２) コンテンツ ホームページの構成に必要な一切の情報をいう。 

(３) リンク インターネット上の２つのホームページのデータを索引などにより関連づけるこ

とをいう。 

(４) ドメイン インターネット上に存在するコンピュータやネットワーク一つひとつに付与さ

れた番号による住所をわかりやすく表すための識別子をいう。 

(５) プロバイダ 電話回線等を通じて、企業や家庭のコンピュータをインターネットに接続す

るインターネット接続業者をいう。 

(６) サーバー ホームページの情報を蓄積しておき、ホームページ閲覧用ソフトウェアの要求

に応じてインターネットなどのネットワークを通じて、これらの情報を送信する役割を果たす

コンピュータをいう。 

（区のホームページの構成） 

第３条 区のホームページは、区を代表する総合的なホームページ（以下「千代田区ホームページ」

という。）と、必要に応じて各部・課・所・局等（以下「部・課等」という。）又は複数の部・

参考資料  

令和７年３月 25 日 
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課等で作成する個別的なホームページ（以下「個別ホームページ」という。）で構成する。 

２ 千代田区ホームページは、区のポータルサイトとする。 

３ 各部・課等において、新たに個別ホームページを開設する場合は、個別ホームページ開設通知

書（様式第１号）により、広報広聴課長に通知するものとする。 

４ 各部・課等において、個別ホームページの各コンテンツに大規模な変更をする場合又は廃止を

する場合は、個別ホームページ変更・廃止通知書（様式第２号）により、広報広聴課長に通知す

るものとする。 

５ 個別ホームページのドメイン取得にあたっては、事前に広報広聴課及びＩＴ推進課と協議する

ものとする。 

第２章 ホームページの運営・管理 

（ホームページ連絡調整会議の設置） 

第４条 区のホームページの運営を円滑に行うため、別に定めるところによりホームページ連絡調

整会議（以下「連絡調整会議」という。）を設置する。 

（区のホームページの管理者） 

第５条 千代田区ホームページ及び個別ホームページには、次の各号に定めるところにより管理者

を置く。管理者は各ホームページの運営及びコンテンツの管理を行う。 

(１) 千代田区ホームページの管理者は、広報広聴課長とする。 

(２) 個別ホームページの管理者は、当該個別ホームページを所管する部・課等（以下「個別ホ

ームページ担当課」という。）の課長（以下「個別ホームページ担当課長」という。）とする。 

２ 個別ホームページ管理者は、当該個別ホームページの運営に関し、千代田区ホームページとの

整合性の確保に努めることとする。 

３ 広報広聴課長及び個別ホームページ担当課長は、主要コンテンツの作成計画や更新計画等、運

営に関する基本的な事項を連絡調整会議に報告するものとする。 

４ 広報広聴課は、個別ホームページの運営について、全庁的な観点から必要な調整及び助言を行

う。 

第３章 危機管理 

（対策） 

第６条 ホームページ管理者は、管理運営するホームページの改ざん、ＤＯＳ攻撃（Ｗｅｂサイト

などに対して、意図的に、限度を超えた多量のアクセスを行い、回線容量やサーバの処理能力を

飽和させ、本来のサービスを麻痺させる行為）などの防止等、外部からの攻撃に対する技術的対
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策を講じなければならない。 

２ ホームページに次の各号に定める事象が発生した場合、又はそのおそれが高いと判断されると

きは、ホームページを閉鎖することができる。 

(１) 外部から書き換えの攻撃があったとき。 

(２) コンピュータウイルスに感染したとき。 

(３) 外部からの攻撃の兆候がみられるとき。 

(４) その他、ホームページの安全が脅かされる事態が生じたとき。 

３ ホームページ管理者は、緊急事態に備えて、次の各号に定める要件を具備した危機管理計画を

作成しなければならない。 

(１) 緊急時の連絡体制 

(２) 次に掲げる事態が発生した場合の緊急時対応 

ア 誤った情報の発信 

イ 外部からの攻撃 

ウ 誹謗中傷など、掲載にふさわしくない情報の掲載 

第４章 コンテンツによる情報提供 

（プロバイダ及びサーバーの要件） 

第７条 プロバイダ及びサーバーは、原則として、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する認

証を取得し、運用環境において適切な対策を講じているものを選択するものとする。 

２ プロバイダ及びサーバーの機能を利用する場合は、広報広聴課及びＩＴ推進課と調整しなけれ

ばならない。 

（コンテンツの作成） 

第８条 コンテンツを作成する際には、次の各号に定める要件を具備していなければならない。 

(１) 区政に関して幅広い情報であること。 

(２) ＪＩＳ Ｘ8341－３：2016（日本産業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信に

おける機器、ソフトウェア及びサービス－第３部：ウェブコンテンツ」）及び広報広聴課が指

定した規格に準拠すること。 

(３) 原則として、ホームページ以外の方法でも入手できる情報であること。 

(４) ホームページを構成する各コンテンツには、原則として、問い合わせ先及び担当の部課名

等を明示すること。 

（コンテンツの作成と掲載） 
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第９条 ホームページに掲載する情報は、常に最新かつ正確で、公正・公平なものであることを要

する。コンテンツは、定期的に内容を確認し、内容等に変更がある場合は速やかに更新し、正確

な情報を提供するものとする。 

２ ホームページに掲載する情報は、次のとおりとする。 

(１) 千代田区の事務事業 

(２) 千代田区が主催・共催・後援するイベント 

(３) その他、広報広聴課が認めたもの 

３ 次に掲げる情報は、ホームページに掲載することができない。 

(１) 法令等に違反するもの 

(２) 公序良俗に反するもの 

(３) 人権を侵害するおそれがあるもの 

(４) 犯罪等に利用されるおそれがあるもの 

(５) 第三者を誹謗・中傷し、又は不利益を与えると判断されるもの 

(６) 情報の内容が、主として営業活動、政治活動又は宗教活動を目的としたもの 

(７) 情報が区の事業・施策と直接関わらないもの 

(８) 営利目的の宣伝・広告を含むもの 

(９) 区の行政運営の実態と合致せず、利用者に誤解を与えるおそれのあるもの 

(10) 更新頻度が著しく低いもの 

４ 前項の規定にかかわらず、同項第８号に掲げる情報であって、千代田区印刷物広告掲載取扱要

綱（平成15年１月29日14千政企発第353号）に基づき、広告掲載の決定が行われたものについては、

当該情報を掲載することができる。 

５ コンテンツの作成は、当該作業を業とする者に委託することができる。委託にあたって作成さ

れたコンテンツの著作権が区に帰属することを内容とした契約を締結するとともに、受託業者に

対し、表現内容、画面上の構成等コンテンツの作成に必要な指示を行う。また、ホームページの

コンテンツの作成（委託によらない場合を含む。）を行う際には、それぞれの責任において、区

への信頼や区への品位を損ねることのないようにしなければならない。 

（千代田区ホームページへの情報掲載の手順） 

第10条 各課が千代田区ホームページに新たに情報を掲載したり、既に掲載した情報を修正・削除

する場合は、この要綱に定める他に広報広聴課長が別に通知する方法と期限により、コンテンツ

の原稿及びそのデータを広報広聴課に送付しなければならない。 
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（事前確認等） 

第11条 広報広聴課は、各課から千代田区ホームページのコンテンツを受領した場合は、千代田区

ホームページに掲載する前にその内容を確認する。 

２ 広報広聴課は、前項の事前確認に基づき、各課に対しコンテンツの修正又は取り下げを指示す

ることができる。 

３ 個別ホームページ担当課は、所管するホームページの不正改ざん等の発生防止に努めなければ

ならない。 

（協力体制） 

第12条 第８条から前条までに規定するほか、コンテンツの作成に必要な作業は、広報広聴課、Ｉ

Ｔ推進課、個別ホームページ担当課及び各課の協力により行うものとする。 

（個人情報の保護） 

第13条 区のホームページによる情報発信にあたっては、個人情報保護に関する法律（平成15年法

律第57号）の規定を遵守しなければならない。 

２ 事務事業の執行上必要なとき又はやむを得ない事由が生じたときは、本人の了承を得た場合に

限り、区のホームページに当該本人の個人情報を掲載することができる。 

第５章 電子メールの取扱 

（電子メールの受発信） 

第14条 電子メール（インターネットを利用して送受信されるメッセージをいう。以下同じ。）で

寄せられた意見等については、書面で寄せられた「区民の声」と同様に扱う。 

２ 前項の意見等について電子メールにより回答する場合は、各課が作成した回答を各課名で発信

するとともに、重要な意見等については広報広聴課に写しを送付するものとする。 

３ 個別ホームページに対し、当該個別ホームページ担当課の所属に属しない事項に関する意見等

を送付し、当該部・課等において回答等の処理を行う。ただし、当該事項を所管する部・課等が

複数にまたがる場合は、当該関係部・課等へ意見等を送付し、当該関係部・課等において作成し

た回答等は、広報広聴課にて集約のうえ発信等の処理を行うものとする。 

第６章 外部ホームページとのリンク 

（リンクの相手先） 

第15条 区のホームページからリンクすることができる千代田区以外のホームページ（以下「外部

ホームページ」という。）は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 官公庁、地方自治体が開設しているホームページ 
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(２) 公共団体又は公共的団体及び「公共関係等団体名簿」登載団体が開設しているホームペー

ジ 

(３) 区の施策及び事業に密接に関連する団体及び機関等が開設しているホームページで、区の

施策及び事業等情報の提供にあたり必要と認めるもの 

(４) 公共的サービスを提供する団体及び機関等が開設しているホームページで、区民福祉の向

上のために必要と認めるもの 

(５) その他、特に必要と認めるもの 

（選定条件） 

第16条 区のホームページからのリンク先の選定にあたっては、そのホームページのコンテンツ内

容が次の各号に定める要件を具備していなければならない。 

(１) 本区の文化・教育・福祉・医療・産業振興などに関する情報を掲載している、又は相互の

情報を補完し相乗効果を与える内容である。 

(２) 宣伝・営業活動に偏っていない。 

(３) 個人に関する情報を当該個人の了承なく掲載するなど、個人のプライバシーを侵害するこ

とが行われていない。 

(４) もっぱら政治や宗教活動にかかわる内容を掲載していない。 

(５) 特定の個人を又は個人を特定し得る表現をもって誹謗・中傷する情報を掲載していない。 

(６) 公序良俗に反する情報を掲載していない。 

（リンクの手続き） 

第17条 外部ホームページの管理者から千代田区ホームページ又は個別ホームページの管理者に対

して、ホームページリンク依頼書（様式第３号）によるリンクの依頼があった場合、又は、区の

事業執行上、必要と認める場合に、各管理者は、前条各号に規定する選定条件を確認し、広報広

聴課長への合議を経て、外部ホームページへのリンクを決定するものとする。 

２ 各管理者は、外部ホームページの管理者からリンクの依頼があった場合、第１項の規定による

決定について、ホームページリンク通知書（様式第４号）により、その結果をリンク先のホーム

ページ管理者に通知する。 

３ 外部ホームページから区のホームページへのリンクについて必要な事項は、各管理者が別に定

める。 

（留意点） 

第18条 リンクを行うときには、次の各号について相手方に確認するものとする。 



7/7 

(１) リンクに必要なプログラムの変更等については、双方が自己負担により行う。 

(２) 相手方のホームページの内容については、双方責任を負わない。 

２ コンテンツの内容上、前項の規定によるリンクが適当でないと認める場合は、適当と認めるコ

ンテンツにリンクを行うことができる。 

３ 常に当該リンク先のコンテンツの変更（更新・移動・削除をいう。以下同じ）に留意するとと

もに、当該変更があったときは速やかに適切な措置を講じるものとする。 

（リンクの解除） 

第19条 この基準に基づき、区のホームページからのリンクを認めた場合でも、その後第16条に規

定する要件に欠けることとなった場合、その他リンクを解除すべきと判断される事象が生じた場

合には、リンクを解除することができる。 

２ 第17条及び前条の規定は、リンクの解除に係る手続きについて、これを準用する。 

３ 第16条に規定する要件に欠けることを理由にリンクを解除したホームページについては、その

後要件を満たしても、原則として再リンクしないものとする。 

（委任） 

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

２ この要綱に定めるもののほか、個別ホームページの運営に関し必要な事項は、個別ホームペー

ジ担当課長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

２ 平成10年４月１日付「千代田区ホームページ運営要領」は廃止する。 

附 則（平成17年１月31日16千政広発第137号） 

１ この要綱は、平成17年２月１日から施行する。 

２ 平成16年４月１日付「千代田区ホームページリンク基準」は廃止する。 

附 則（平成28年１月21日27千政広報発第127号） 

この要綱は、平成28年１月21日から施行する。 

附 則（平成31年２月26日30千政広報発第122号） 

この要綱は、平成31年７月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月１日４千政広報発第145号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

様式（略） 



 

環境まちづくり部 資料３－１ 

令和 7年 3月 25日 

X工場の操業停止を求める陳情書について 

 

１．概要 

2023年 11月、近隣住民Aから区役所に対し、「X工場の木材加工施設から発生する臭いと煙で気分が悪

くなった」旨の連絡があった。区は、現場確認するとともに、当該工場に対し、指導を行ってきた。 

 

２．詳細 

（１）当該工場に対する区の指導について 

2023 年 12 月に当該工場に区の担当者が訪問し、東京都環境確保条例に基づく工場に該当する設備（レ

ーザーカッター、UVプリンター等）を有するため、認可を申請するよう指導した。なお、2023年末に当該工場

は煙の発生要因である、レーザーカッターの運転を中止し、3月に区外工場に移設した。 

2025年３月４日に当該工場から工場認可申請書が提出され、区は３月 17日に認可した。 

 

（２）当該工場からの排気等の状況について 

 住民 A から連絡があった際に区の担当者が現地確認したところ、臭気等について特段の異常は認められな

かった。また、工場側において行った臭気測定および有害ガス測定の結果により、臭気等の排出基準を満たし

ていることを確認した。なお、当該工場内で発生した廃棄物は廃液も含め産業廃棄物処理をしており、区とし

て当該工場と産業廃棄物業者との契約書を確認している。当該工場の換気設備についても、施設基準を満た

す設備であることを確認している。 

区としては、住民 Aの健康被害と当該工場との因果関係が不明であることから、改善勧告や改善命令の対

象にならないと判断した。なお、東京都環境確保条例の逐条解説において「移転命令等は、きわめて厳しい措

置。単に形式違反だけを理由に本条を適用するのではなく、現に著しい公害を発生させ、人の健康等に障害

を及ぼしていることが要件…」となっている。 

 

（３）情報公開請求について 

特定の個人を識別され得るものであったため、千代田区情報公開条例第７号第１項第１号に基づき、非公開

とした。 

 



 

東京都環境確保条例に関する解釈（抜粋） 

 

○【通知】東京都公害防止条例の解釈と運用について 

 ５ 改善命令等関係 

（１）改善命令等について 

  イ 運用について 

  （イ）第 34 条（現 環境確保条例 103 条）第 1 項の「認可を受けないで当該工場に係る第 23 条第 2 項  

第 3号から第 5号までに掲げる事項を変更した」又は同条第 2項の「認可を受けないで工場を設置して

いる」に該当する者がある場合においても、その工場が、規制基準その他の遵守事項に違反しないとき、

又は違反している場合であっても、一部の是正により、違法状態を回避しうるものであるときは、直ちに

同条に定める命令等の処分を行うのではなく、必要な認可を受けることの指導を行い、また、必要により、

第 33条（現 環境確保条例 102条）の改善命令を発するよう段階的に適用するものであること。 

 

○【逐条解説】 

（認可の取消し等）  

第百三条 知事は、前条第一項の規定による命令を受けた者で工場を設置しているものが当該命令に従わ

ないとき、又は工場を設置している者が第八十二条第一項の規定による認可を受けないで当該工場に

係る第八十一条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更したときは、当該工場の設置の認可

を取り消し、又は当該工場における作業の一時停止を命ずることができる。 

 ２ 知事は、第八十一条第一項の規定による認可を受けないで工場を設置している者又は前項の規定によ

り工場の設置の認可を取り消された者に対し、当該工場の移転又は操業の停止を命ずることができる。 

<趣旨> 

本条は、工場に係る規定であり、本条例第 102 条第 1 項の改善命令に従わない場合や、変更認可を受けず

に作業の方法等を変えた場合には、認可の取消し等を行うことを定めたものである。また、認可を取り消された

工場及びいわゆる無認可工場に対しては、当該工場の移転等を命ずることができることを定めたものである。 

認可の取消しや移転命令等は、きわめて厳しい措置であることから、単に形式違反だけを理由に本条を適用

するのではなく、現に著しい公害を発生させ、人の健康等に障害を及ぼしていることが要件になる。 

これらの行政措置の発動に当たっては、事前の意見陳述のための手続(東京都行政手続条例第 13 条)を行

うとともに、命令書において、不服申立(行政不服審査法第 4条)の教示を行うことが必要となる。 

<用語の解説> 

(1)当該命令に従わないとき 

命令の内容を全く履行しないか、又は命令の履行期限が到来してもその措置が不完全なときをいう。 

(2)当該工場の設置の認可を取り消し 

本条例第 81 条第 1 項によりなされた認可の効力をその時点以後失わせることをいう。この意昧の認可の取

消しは、きわめて厳しい措置であるため、本条に挙げている場合以外は行い得ないものである。 

なお、認可を取り消す場合については、単に「認可を受けないで変更した」という形式的な状況があるだけでな

く、当該無認可の変更を原因として著しい公害を発生させ、又は発生させるおそれがあることが要件となる。 
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(3)作業の一時停止 

作業の全部又は一部を一定期間停止させることをいう。 

(4)工場の移転 

工場の全部又は一部を当該場所から他の場所へ移動させることをいう。この場合、移転先は事業者が手当て

すべきものであり、行政庁が移転先を指定する必要はない。 

工場の移転を命ずべき場合は、形式的要件を充足するだけではなく、その性質上、認可を有しない工場が容

認し難い公害を発生させ、又は発生させるおそれがあることが必要である。 

(5)操業の停止 

工場としての活動を停止することをいい、稼働そのものが既に違法である工場に対し、不作為を命ずるもの

である。 

工場の停止を命ずる場合は、形式的要件を充足するだけではなく、その性質上、認可を有しない工場が容認

し難い公害を発生させ、又は発生させるおそれを生じさせていることが必要である。 



公害規制のしおり  
 

都民の健康と安全を確保する環境に

関する条例（環境確保条例） 

 

  環境確保条例にもとづく工場（条例別表第１）の設置・変更等をする 

場合、次の手続きが必要です。 
 

  １ 工場設置認可申請 

    条例別表第１に掲げる工場を設置（新設）しようとするとき、工事開始の６０日前に 

    認可申請の必要があります。 

 

  ２  工場変更認可申請 

      認可工場の施設を増設、改築など変更しようとするとき、工事開始の６０日前に認可 

    申請の必要があります。 

 

  ３ 工事完成届 

    工場設置は工場変更の認可を受けたとき、設置または変更工事が完成した日から 

    １５日以内に届出の必要があります。 

 

  ４ 工場現況届 

    条例別表第８に掲げる工場を設置しているとき、直近の認可を受けた日から３年経 

    過するごとに３０日以内に届出の必要があります。 

 

  ５ 工場事故届 

    事故により工場から公害を発生したとき届出の必要があります。 

 

  ６ 工場氏名等変更届および廃止届 

    工場設置者の氏名・住所、工場の名称・所在地の変更があったとき、または工場を 

    廃止したとき、その日から３０日以内に届出の必要があります。 

 

  ７ 工場承継届 

    工場を譲り受け、借り受け、相続または合併したとき、その日から３０日以内に届出 

    の必要があります。 

 

環境確保条例にもとづく工場（条例別表第１） 
 
１ 定格出力の合計が２．２キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工または作 

  業を常時行う工場（レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において 

  一年以上行うものに限る。） 

 

２ 定格出力の合計が０．７５キロワット以上２．２キロワット未満の原動機を使用する物 

  品の製造、加工又は作業で次に掲げるものを常時行う工場 

 （１） 裁縫、織物、編物、ねん糸、糸巻、組ひも、電線被覆又は製袋 

（２） 印刷又は製本 

 （３） 印刷用平版の研磨又は活字の鋳造 

 （４） 金属の打抜き、型絞り又は切断（機械鋸を使用するものを除く。） 

 （５） 金属やすり、針、釘、鋲又は鋼球の製造 

 （６） ねん線若しくは金網の製造又は直線機を使用する金属線の加工 

 （７） 金属箔又は金属粉の製造 

 （８） つき機、がら機、粉砕機又は糖衣機を使用する物品の製造又は加工 

 （９） 木材、石材若しくは合成樹脂の引割り又は木材のかんな削り若しくは細断 
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 （10） 動物質骨材（貝がらを含む。）、木材（コルクを含む。）又は合成樹脂（エボナイト及び

セルロイドを含む。）の研磨 

 （11）  ガラスの研磨又は砂吹き 

 （12）  レディミクストコンクリートその他のセメント製品の製造（レディミクストコンクリ

ートの製造については、同一の工場において一年以上行うものに限る。） 

 （13）  魚肉又は食肉錬製品の製造又は加工 

 （14）  液体燃料用のバーナーの容量が一時間当たり２０リットル以上又は火格子面積が 

０．５平方メートル以上の炉を使用する食品の製造又は加工 

 

３ 次に掲げる物品の製造、加工又は作業を常時行う工場  

 （１） 金属線材（管を含む。）の引抜き 

 （２） 電気又はガスを用いる金属の溶接又は切断 

（３） 厚さ０．５ミリメートル以上の金属材つち打ち加工又は電動若しくは空気動工具を使

用する金属の研磨、切削若しくは鋲打ち 

 （４） ショットブラスト又はサンドブラストによる金属の表面処理 

 （５） 塗料、染料又は絵具の吹付け 

 （６） 乾燥油又は溶剤を用いる擬革紙布、防水紙布又は絶縁紙布の製造 

 （７） 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工 

 （８） ドライクリーニング 

 （９） テレピン油又は樹脂を原料とする物品の製造 

 （10） 石炭、亜炭、アスファルト、木材若しくは樹脂の乾りゅう又はタールの蒸りゅう若し

くは精製 

 （11）  たん白質の加水分解 

 （12）  合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造 

 （13）  石綿、岩綿、鉱さい綿、ガラス綿、石こう、うわ薬、かわら、れんが、土器類、陶磁

器、人造砥石又はるつぼの製造 

 （14）  電気分解又は電池の製造 

（15）  床面積の合計が５０平方メートル以上の作業場で行われるテレビジョン、電気蓄音、 

警報器その他これらに類する音響機器の組立て、試験又は調整 

 （16）  ガス機関、石油機関その他これらに類する機関の試験又は調整 

 （17）  発電の作業 

 （18）  金属の溶融又は精錬（貴金属の精錬又は活字の鋳造を除く。） 

 （19）  金属の鍛造、圧延又は熱処理 

 （20）  溶剤を用いる塗料の加熱乾燥 

  （21）  塗料、顔料若しくは合成染料又はこれらの中間物の製造 

  （22）  印刷用インク又は絵具の製造 

  （23）  アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸りゅう産物又はその残りかすを原材

料とする物品の製造 

  （24）  電気用カーボンの製造 

  （25）  墨、懐炉灰又はれん炭の製造 

  （26）  動物質臓器又は排せつ物を原料とする物品の製造 

  （27）  油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造 

  （28）  肥料の製造 

  （29）  ガラスの製造又は腐しょく若しくは加熱加工 

  （30）  ほうろう鉄器又はほうろう薬の製造 

  （31）  セメント、生石灰、消石灰又はカーバイトの製造 

  （32）  硝酸塩類、過酸化カリウム又は過酸化ナトリウムの製造又は精製 



（33）  ヨウ素、いおう、塩化いおう、塩化ホスホリル、りん酸、水酸化ナトリウム、水酸化

カリウム、アンモニア水、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、さらし粉、次硝酸ビスマ

ス、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、バリウム化合物、銅化合物、スルホンメタン、グリ

セリン、スルホン酸アンモニウム、酢酸、安息香酸又はタンニン酸の製造又は精製 

  （34）  有機薬品の合成 

  （35）  火床面積が０．５平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり５０キログラム以上

の焼却炉を使用する廃棄物の焼却 

  （36）  油缶その他の空き缶の再生 

  （37）  金属の酸洗い、腐しょく、めっき又は被膜加工 

  （38）  鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造 

  （39）  羽若しくは毛の洗浄、染色若しくは漂白、繊維の染色若しくは漂白又は皮革の染色 

  （40）  紙又はパルプの製造 

  （41）  写真の現像 

  （42）  有害ガスを排出する物の製造又は加工 

  （43）  有害物質を排出する物の製造又は加工 

 

 

 

  環境確保条例にもとづく指定作業場（条例別表第２）の設置・変更等 

をする場合、次の手続きが必要です。 
 

  １ 指定作業場設置届 

    条例別表第２に掲げる指定作業場を設置しようとするとき、工事開始の３０日前まで 

    に届出の必要があります。 

 

  ２ 指定作業場変更届 

    届出済指定作業場の施設を増設、改築など変更しようとするとき、工事開始の３０日 

    前までに届出の必要があります。 

 

  ３ 指定作業場氏名等変更届および廃止届 

    指定作業場設置届出者の氏名、住所、指定作業場の名称、所在地の変更があったと 

    き、または設置してある指定作業場を廃止したとき、その日から３０日以内に届出の必 

    要があります。 

 

  ４ 指定作業場承継届 

    指定作業場を譲り受け、借り受け、相続または合併したとき、その日から３０日以内 

    に届出の必要があります。 

    

 

    ※ 大気汚染防止法にもとづく「ばい煙発生施設」の届出（東京都） 

        ボイラー（伝熱面積が１０ｍ２以上であるか、またはバーナーの燃料の燃焼能力が重油換

算１時間当り５０リットル以上）または廃棄物焼却炉（火格子面積が２ｍ２以上であるか、

または焼却能力が１時間当り２００ｋｇ以上であるもの）などの施設を設置する場合は、

工事開始の６０日前までに届出の必要があります。 

     その他の届出として、ばい煙発生施設の構造等の変更の届出（工事開始の６０日前） 

       また氏名の変更、所在地の変更、承継、廃止などがあったときは、その日から３０日以 

       内に届出の必要があります。 

  



 
  （１） レディミクストコンクリート製造場（建設工事現場に設置するものを除く。） 

 （２） 自動車駐車場（自動車等の収容能力が２０台以上のものに限る。） 

 （３） 自動車ターミナル（事業用自動車を同時に１０台以上停留させることができるものに

限る。） 

 （４） ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド（一般高圧ガス保安

規則（昭和４１年通商産業省令第５３号）第２条第２３号に規定する設備を有する事

業所をいう。） 

 （５） 自動車洗車場（スチムクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。） 

 （６） ウエスト・スクラップ処理場（建場業（収集人から再生資源（古繊維、古綿、古紙、 

       古毛、古瓶又は古鉄類をいう。以下この項において同じ。）を集荷する業をいう。）、  

        消毒業（再生資源を消毒する業をいう。）及び選分加工業（再生資源を建場業を営む者、

会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、これを選分し、又は加工する業をいう。）に

係るものを除く。） 

 （７） 廃棄物の積替え場所又は保管場所（前号に掲げるものを除き、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律第７条第１項及び第４項、第１４条第１項及び第４項並びに第１４条の

４第１項及び第４項の規定に基づき許可を得た者並びに地方公共団体が設置するも

のに限る。） 

 （８） セメントサイロ（セメント袋詰め作業が行われるものに限る。） 

 （９） 材料置場（面積が１００平方メートル以上のものに限る。） 

 （10） 死亡獣畜取扱場（化製場等に関する法律（昭和２３年法律第１４０号）第１条第３項

に規定する死亡獣畜取扱場をいう。） 

  （11） と畜場 

  （12） 畜舎（豚房の総面積が５０平方メートル以上、馬房の総面積、牛房の総面積若しくは

これらの合計面積が２００平方メートル以上又は鶏の飼養規模が千羽以上のものに

限る。） 

  （13） 青写真の作成の用に供する施設を有する作業場 

  （14） 工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場 

  （15） 臭化メチル、シアン化水素、エチレンその他の有害ガスを使用する食物の燻蒸場 

  （16） めん類製造場 

  （17） 豆腐又は煮豆製造場（原料豆の湯煮施設を有するものに限る。） 

  （18） 砂利採取場（砂利の洗浄のみを行うものを含む。） 

  （19） 洗濯施設を有する事業場 

  （20） 廃油処理施設を有する事業場 

  （21） 汚泥処理施設を有する事業場 

  （22） し尿処理施設（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第３２条第１項の表

に規定する算定方法により算定した処理対象人員が２００人以下のし尿浄化槽を除

く。）を有する事業場 

  （23） 工場、作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場（次号に掲げるものを

除く。） 

  （24）  下水処理場（下水道法第２条第６号に規定する終末処理場をいう。） 

  （25） 暖房用熱風炉（熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有

率が体積比で０．１パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。）

を有する事業場 

 

 

  （26） ボイラー（熱源として電気若しくは廃熱のみを使用するもの並びに日本工業規格Ｂ８

環境確保条例にもとづく指定作業場（条例別表第２） 



２０１及びＢ８２０３伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が５平

方メートル未満のもの（いおう化合物の含有率が体積比で０．１パーセント以下であ

るガスを燃料として専焼させるものについては伝熱面積が１０平方メートル未満の

もの）を除く。）を有する事業場 

  （27） ガスタービン（燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり５０リットル未満のもの及び

非常用のものを除く。）、ディーゼル機関（燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり５

リットル未満のもの及び非常用のものを除く。）、ガス機関（燃料の燃焼能力が重油換

算一時間当たり５リットル未満のもの及び非常用のものを除く。）  又はガソリン機

関（燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり５リットル未満のもの及び非常用のもの

を除く。）  を有する事業場 

  （28） 焼却炉（火床面積が０．５平方メートル未満であって焼却能力が１時間当たり５０キ

ログラム未満のものを除く。）を有する事業場 

  （29） 冷暖房用設備、水洗便所又は洗車設備の用に供する地下水を揚水するための揚水施設

を有する事業場及び浴室の床面積の合計が１５０平方メートルを超える公衆浴場で

揚水施設を有するもの 

  （30） 水道施設（水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第８項に規定するものをいう。）、

工業用水道施設（工業用水道事業法（昭和３３年法律第８４号）第２条第６項に規定

するものをいう。）  又は自家用工業用水道（同法第２１条第１項に規定するものをい

う。）  の施設のうち、浄水施設に供する沈殿施設又はろ過施設を有する事業場（これ

らの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。） 

  （31） 病院（病床数３００以上を有するものに限る。） 

  （32） 科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）  に関する研究、試験、検査を行う事業

場（国又は地方公共団体の試験研究機関、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは

発明に係る試験研究機関、大学及びその附属研究機関並びに環境計量証明業に限る。） 

環境確保条例の工場及び指定作業場に適用する各種規制基準（抜粋） 

 汚染土壌処理規制基準（環境確保条例施行規則 別表 12）  

 

 

溶出量（mg/L） 含有量（mg/kg） 溶出量（mg/L） 含有量（mg/kg）

1 カドミウム及びその化合物 0.003以下 45以下 14 1.1-ジクロロエチレン 0.1以下

2 シアン化合物 検出されないこと 50以下 15 1.2-ジクロロエチレン 0.04以下

3 有機りん化合物 検出されないこと 16 1.1.1-トリクロロエタン 1以下

4 鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 17 1.1.2-トリクロロエタン 0.006以下

5 六価クロム化合物 0.05以下 250以下 18 1.3-ジクロロプロペン 0.002以下

6 砒素およびその化合物 0.01以下 150以下 19 チウラム 0.006以下

7
水銀及びアルキル水銀
その他の水銀化合物

0.0005以下かつ、検液中にア

ルキル水銀が検出されないこ

と
15以下 20 シマジン 0.003以下

8 ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 21 チオベンカルブ 0.02以下

9 トリクロロエチレン 0.01以下 22 ベンゼン 0.01以下

10 テトラクロロエチレン 0.01以下 23 セレン及びその化合物 0.01以下 150以下

11 ジクロロメタン 0.02以下 24 ほう素及びその化合物 1以下 4,000以下

12 四塩化炭素 0.002以下 25 ふっ素及びその化合物 0.8以下 4,000以下

13 1.2-ジクロロエタン 0.004以下 26 塩化ビニルモノマー 0.002以下

基準値基準値
有害物質の種類 有害物質の種類



騒  音 
区 域 の 区 分 時  間  の  区  分 

種別 該当地域 
工場及び指定作業場の敷地と隣地との境界線における音量 

                                      （単位：デシベル） 

第１種 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

ＡＡ地域、前各号に掲げる 

地域に接する地先及び水面 

６時～８時 ８時～19 時 19 時～23 時 23 時～６時 

40 45 40 40 

第２種 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 
第１種住居地域 

第２種住居地域 

第１特別地域、無指定地域 

６時～８時 ８時～19 時 19 時～23 時 23 時～６時 

45 50 45 45 

第３種 

近隣商業地域 
商業地域、準工業地域 
第２特別地域 

前各号に掲げる地域に接す 

る地先及び水面 

６時～８時 ８時～20 時 20 時～23 時 23 時～６時 

55 60 55 50 

第４種 
工業地域、弟３特別地域 

前各号に掲げる地域に接す 

る地先及び水面 

６時～８時 ８時～20 時 20 時～23 時 23 時～６時 

60 70 60 55 

    ただし、第２種区域、弟３種区域又は、第４種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、老

人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね５０ｍの区域内（第１、第２、第３特別地域を除く）における規制

基準は、当該値から５デシベルを減じた値とする。 

 

 

  振  動 
区 域 の 区 分 時 間 の 区 分 

種別 該当地域 
工場及び指定作業場の敷地と隣地との境界線における 

地盤の振動の大きさ                （単位：デシベル） 

弟１種 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域、無指定地域 

８時～19 時 19 時～８時 

60 55 

第２種 

近隣商業地域、商業地域、 

準工業地域、工業地域、 

前各号に掲げる地域に接す 

る地先及び水面 

８時～20 時 20 時～８時 

65 60 

    ただし、学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね５０メートル

の区域内の工場又は指定作業場については、当該値から５デシベルを減じた値を適用する。 

 

 

届出先・問い合わせ先 

    千代田区環境まちづくり部環境政策課公害指導係 

    〒102‐8688       千代田区九段南１－２－１ 

    ＴＥＬ03（5211）4254 （直通） 

                             なくそう公害 

                                     みんなの力で 
この用紙は再生紙を使用しています。 

 



 

 

 

二番町地区のまちづくりについて 
 

○ 番町次世代シンポジウム 実施概要 

開催日時・場所 ： 2025年 1月 12日（日） 午後 1時〜午後 5時  千代田区役所 10階 食堂 

申 込 者  ： 在住３０名、在勤 7名  計３７名 

参 加 者  ： 在住２５名、在勤 3名  計２８名   ※当日２名欠席（在住） 

アドバイザー ： 東京大学 加藤教授 (都市計画審議会委員) 

東京大学 村山教授 (都市計画審議会委員) 

 

⚫ プログラム （進行は専門ファシリテーター2名） 

・アイデア提案の紹介 
参加者募集と同時に行ったアイデア募集に寄せられたアイデアを配布 

（資料 4-2：「アイデア提案」参照） 

・自己紹介、気持ちの共有 
テーマ: 「番町の未来について大事にしていることや、願い」 

・本シンポジウムの意味・意義 
東京大学 加藤 孝明 教授 

・全体対話 
「皆さんの自己紹介や加藤先生の講話の感想」「番町で取り組みたい 

と思っているテーマやアイデア」等について、3～4人のグループを作り 

対話を行う 

（資料 4-3：Ｐ１～３参照） 

・アイデアづくりワークショップ 
「番町で取り組みたいと思っているテーマやアイデア」を各自が考え、 

似た考えを書いた人等とグループを作り意見交換し、グループ内で 

投票した上位のアイデアを全員で共有 

（資料 4-3：Ｐ４参照） 

（資料 4-3：P5～6参照） 

・まとめ 
一人一人が考えたシンポジウムに参加して「最も良かった事」、「新しく 

知った事」を全員で共有 

（資料 4-3 P7～8参照） 

・アンケート 
（資料 4-4 「アンケート用紙」及び「アンケート集計」参照） 

 

環境まちづくり部 資料 4-1 

令和７年３月 25日 



アイデア提案 

 

1 

「番町次世代シンポジウム」の開催・参加者募集に合わせて、番町への思いやもっと良くし

ていくためのアイデアを募集し、いただいたアイデア等を番町次世代シンポジウムの場で参加者

の皆様にご案内しました。なお、この提案は今後の地域まちづくりにも活用していきます。 

 

募集方法・期間 広報千代田及び千代田区 HP にて 11/5～11/19 の 2週間募集 

        ※シンポジウムの開催・参加者募集と同時ご案内 

応募人数・件数 16 人（番町周辺住民、男性 8・女性 8）・29 件 

 

① 住宅街・文教地区としてのまちづくり 

№ アイデア 

１ 番町は都市マスにも記載されている通り、一義的には住宅街・文教地区です。住宅地

の静かさは繁華街の賑わいとは両立しません。住みやすさを高めるためには、建物の

容積率の制限、歩道の充実、私有地・公有地を問わず樹木の維持が必要と考えます。

騒音を伴うイベントは学校の活動以外は不要です。番町のお屋敷がマンションに変わ

る事は仕方ないと思いますが、既存の石垣・白壁の保存のために区役所として指導な

らびに補助金拠出をする事を提案します。 

２ 思い：「ああ番町にお住まいですか」、と羨ましがられるような住環境を守る。番町

全体で調和を保ち、資産価値が下がるようなことはしない。上品で、静かで、清潔で、

空が広くて、緑があって、礼儀を守って暮らす住宅・文教地区を構築する。 

アイデア：①歩行者を守るため、地区内の自動車走行速度を 30kn/h に強制的に抑え

る。そのためには、交通量の増加が予想される道路にハンプを設置、或いは、クラン

ク道路とする。②地域の商業が日テレビルのチェーン店により駆逐される可能性が強

い（他の再開発の事例）。休祭日は日テレ通りなどを歩行者天国とし、オープンテラ

ス、青空カフェの出店を周辺中小飲食業者に認める。③テレビタレントによるイベン

ト開催はしない。④広い空をキープできるように日テレ二番町ビル以外の超高層ビル

建設は認めない、⑤日テレ広場は灼熱強風のコンクリート広場は作らず、緑と樹木広

場とする。緑には昼間立ち入りを認める。危険の少ないボール遊びなども小学校低学

年以下に限って認める時間帯を作る。⑥番町内の建設物の色彩を統一する。⑦日テレ

ビルにより大幅な通勤客が通勤時間帯に集中して通学生、住民の不便を避けるため、

時間差通勤制度を設けて通勤時間帯ごと通行者をコントロールする、⑧以上をエリア

マネジメントが総合管理するが、傘下に各委員会を設け負担を軽減する。 

３ 番町は 1～2 車線の道路幅が狭い、住宅やビルが密集した地域です。高層ビルが建つこ

とによる、ビル直下でのビル風が心配です。ビル間、道路幅が狭ければ、風の影響も

強くなると思います。番町には学校や幼稚園・保育園も多く、児童・幼児の通学路へ

の風の影響が心配です。また、ビルを建設する際、公共広場を作るとの案もあります

が、強風が吹き下りる広場で子供やお年寄りがゆっくりと憩うことができるかどうか

心配です。番町に高層ビルが建ち並ぶことは反対です。 

  



アイデア提案 

 

2 

①住宅街・文教地区としてのまちづくり（つづき） 

№ アイデア 

４ ・⾧年私自身が二番町で暮らし、家族・親族を含めれば 100 年近くこの地に住んでき

たため、今後とも住み続けられる地域として街の在り方を考えたい。 

・近年の人口急増（住人・労働者）により公共物、特に歩道の混雑が激しいため、一

部区画だけではなく地域全体の将来人口を想定した街づくりを考えてほしい。（今後

予想される開発を視野に入れる必要がある。） 

・大災害に備える地域にしてほしいが、木造密集地ではなく鉄筋コンクリートのビル

が多数のため、自宅・各事業所待機を想定した計画。（昼間人口が多いため特に企業

の災害対策がどのようになっているのか。仮に避難所に避難するとして収容可能な

のか、冷暖房があるのか等） 

・人が集う場所も必要だが、二番町は住宅街としての面もあり、音、内容、安全性等

どのようにルールを決めていくのか、大まかな住民の合意を集約する場を設ける方

法。 

５ ・平日の昼間は会社・学校関係者で活気があり、土日祝日などは静かな落ち着いた住

宅街になる、両面のある雰囲気を維持していくことが大事だと思います。 

よく「赤坂や六本木のようにならないか」との懸念が聞かれます。こうした懸念が

生じないようあえて「あまりイベントはやらず、子どもは自由に遊べ、お年寄りは

ゆっくり休める、都会なのに落着きを体感できる広場」にあるといいと思います。 

・番町は意外と緑が少ないので、濃厚な緑地空間があるといいです。ビル風も和らぐ

と思います。 

６ 番町の住宅街に高層建築は建てない 

 

②美観と交通の整序 

№ アイデア 

７ 個々のイデオロギーや社会経済状況に関係なく共通する環境負荷と健康寿命の問題を

考えると、都市の美観と移動交通システムの改善を優先的に図るべきです。ズバリ、

なかなか進まない「電柱の撤去」、およびマンハッタンでも導入される「一般車両の

乗り入れ制限」です。 

８ 今回の二番町再開発について賛成派と反対派が激しく対立している状況において、単

にこのシンポジウムを開いても両者の溝は埋まらず、かえって対立感情が激化するだ

けと思われます。 

反対派が懸念している事項のうち、特に通勤・通学時間帯の日テレ通り歩道・有楽町

線麹町駅の麹町口の混雑とその緩和策のシミュレーションと評価、イベント時、大地

震発生時の上記ならびに日テレ通り車両交通渋滞の同シミュレーションと評価を千代

田区として第三者機関に委託して客観的な見解を公開し、それをもとに計画の妥当性

を賛成派と反対派で各々検討することが重要かと思います。本件について千代田区が

そのシミュレーションと評価を一方の当事者である事業者（今回は日テレ）任せにす

るべきではないと考えます。 



アイデア提案 
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②美観と交通の整序（つづき） 

№ アイデア 

９ 階段状の建物は、セブンイレブンの本社を番町文人通りから見たようなイメージです。

番町の丘、なんてどうでしょうか。 

10 番町バス停付近を、渋滞が解消され、緊急車両進入に支障のないようにしたい。日本

テレビ通りは、車道の道幅が狭いバス通りです。番町バス停に都バスが停車すると、

その後ろに渋滞が発生することは珍しくありません。日テレ跡地に、就業者が数千人

の建物が建つと、通行車両が増加して、今以上の頻度で今以上の渋滞が発生する可能

性が心配されます。渋滞時に災害や火災が発生すれば、求められる緊急車両の進入に

支障が生じることも危惧されます。新橋駅と小滝橋車庫の間の都バスは、ノンステッ

プバスを使って運行されていることもあり、高齢者にとっても乗降の負担が軽いので、

有難いバス路線です。街の安全・安心のためには、都バスの渋滞回避を回避して運行

することが重要です。都バスのバス停前後の車道幅を拡げる、或いは、都バスを日テ

レ敷地の中にいれて乗降客に乗降してもらう、或いは、その他の方策を工夫すること

ができると考えられる。渋滞の回避と緊急車両進入に支障のない状況を確保しておく

ことが望ましいと考えます。都バスを、交通広場に乗り入れさせて、客の乗降を行わ

せることも有効かも知れない。これは、日テレの建てるテナントビルの利用者の安全

確保にも必要なことになります。 

11 【道路の美観と安全性向上】 

個人的に、番町エリアの道路は他の住宅地に比べて、問題が多い箇所が散見されるよ

うに思います。二七通りは何年経っても凸凹のボロボロで工事中？です。安物の緑色

のガードレールが多く、ボロボロで歪んでいるものもあり、幅も隙間も少ないため、

すれ違う歩行者の障害になっています。歩道と車道が色分けされているところもあれ

ば、白線だけのところもあり、統一感がありません。あちこちに電柱が立っており歩

道から車道へ出ないと歩行者が進めない箇所が多々あるため、事故の原因になりかね

ません。今後より住みやすい街にしていくためには、電柱の埋設化、ガードレールの

交換、道路デザインの改善と統一などが必要であるように思います。 

 

③安心・安全の向上 

№ アイデア 

12 建物の規模や施設の種類によっては車寄せや荷捌き場の設置を求めることを、安全な

街づくりの一環として検討してほしいです。道の広さは昔と変わらないのに建物が大

きくなり、渋滞や危険な状況が発生しやすくなっていると懸念しています。 

13 地下鉄有楽町線麹町駅番町口改札階と新木場方向行きホーム階の間にエレベータ・エ

スカレータをつけて、高齢者や障碍者の地下鉄利用を現実的に可能にする。 

14 保水性のある舗装は、効果が認められているならば実現して欲しいです。 

15 課題となっている麹町駅からのバリアフリーであるが、ホームから部分的でもエスカ

レーターの設置ができないのか。（解決手段を検討できないのか。） 

  



アイデア提案 
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③安心・安全の向上（つづき） 

№ アイデア 

16 【番町地域への思い】 

番町は歴史ある閑静な住宅街です。現在は商業ビルも建ち並び、商業地区と住宅街が

バランスよく共存し、都会でありながら落ち着いた文教地区となりました。 

平日は区外からの方が多く行き交いますが、週末や祝日は落ち着いた町に戻ります。 

住む者にとってはこの環境を守り、繁華街にしないで頂きたい。 

【アイデア】 

●麹町駅（番町方面）の完全バリアフリー化。  

改札からではなく、駅ホームから地上を繋ぐバリアフリーの動線が必要だと思います。 

17 ・麴町駅の中の階段はそのままと聞きました。体調の悪い人でもホームから地上に上

がりやすくなるよう、メトロに働きかけたいと思います。 

18 たき火や乗馬など近隣に不安に思わせるものはやらない 

19 【救急車及び救急センターの拡充】 

麹町消防署の職員さんから聞いたお話で、番町エリアは火事は少ないが救急の電話が

多いそうで、それに対し救急車が永田町出張所に１台のみとのことでした。東京消防

庁のウェブサイトにも救急車が足りないと書いてありますので、お年寄りの多い番町

エリアでは救急車の置き場を追加確保する必要があるように思います。 

20 治安・風紀の悪化防止の恒常的活動の体制確立： 

・日本テレビのスタジオ棟で制作される番組の視聴者が、スタジオ棟退出後に、番町

文人通り沿いの空地で、集まって飲酒・歓談（路上飲酒など）を続けていることが

見受けられると聞いています。日テレ敷地に、スタジオ棟に加えて、超高層のテナ

ントビルができると、日テレ敷地全域でこのような行動が一層盛んになることも懸

念されます。 

・ついては、定常的な見回りが行われ、このような人には、適時適切に、散会、撤収

を促す活動が定常的に確保されることが必要です。 

・このような活動が恒常的に行われて効果を挙げるようにする体制の確立を提案しま

す。 

 

④憩いの場の創出 

№ アイデア 

21 番町は風格や落ち着きがあって素敵な町だと思います。憩いの場があるともっと良く

なると思います。バッタリ会った知人と、ちょっと立ち話をしようにも、通りの邪魔

にならないか、ご近所のご迷惑にならないかと憚られる。椅子のある広場や緑地があ

ると嬉しい。歩きたくなる広々とした並木道もあると嬉しい。(緑はヒートアイランド

対策にもなるそうですし。フラワーロードは、有志によって花が植えられていると聞

きました。素晴らしい取り組みだと思います。花を愛し、緑を愛し、人を、町を愛す

る心温まる街になると良いと思います。 

 



アイデア提案 
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④憩いの場の創出（つづき） 

№ アイデア 

22 番町麹町は、歴史と伝統が息づく、落ち着いた雰囲気の街です。 
しかし、近年では、子どもの遊び場不足や、地域住民の交流機会の減少といった課題も

耳にするようになりました。 

そこで、私は、地域での活動経験を活かし、「番町をよくするアイデア」を提案します。 
多世代交流の場としてのコミュニティスペース、全天候型屋内プレイパーク、タウンミ

ーティング、地域メディアの運営 

これらの提案を通して、番町麹町が、多世代が交流し、子どもたちの笑顔があふれ、住
民の声が反映される、より活気のある街になることを願っています。 

●多世代交流の場としてのコミュニティスペース 

従来のコミュニティスペースの概念を超え、様々な世代の交流を促進する場を創造しま
す。 

キッチンスタジオ: 料理教室や食育イベントを通して、食を通じた交流を促進します。 

銭湯: 地域住民の憩いの場として、世代を超えた交流を生み出すとともに、健康増進に
も貢献します。 

図書スペース: 子どもから大人まで楽しめる図書を揃え、読書会や勉強会などを開催し

ます。 
●全天候型屋内プレイパーク 

近年の酷暑や、乳幼児の安全面を考慮し、天候に左右されず、誰もが安心して遊べる屋

内プレイパークを整備します。 
乳幼児専用スペース: 安全に配慮した遊具を設置し、おむつ替えや授乳スペースも完備

します。 

ユニバーサルデザイン: 車いすやベビーカーでも利用しやすいよう、段差をなくす、
広々とした通路を確保するなど、ユニバーサルデザインに配慮します。 

多様な遊具: 年齢や発達段階に合わせた遊具を揃え、子どもたちの好奇心と創造性を刺

激します。 
23 ●日テレが広場を作るそうですが、老若男女の住民が休日に憩える広場にしてほしいで

す。 

 客寄せ、賑わいづくりを目的としたイベント広場は反対です。 

 音、異臭を発するようなイベントの開催は反対です。 

●マイクを使用するようなイベントは年１回の盆踊り位で十分だと思います。 

●番町周辺には東郷公園、外濠公園もあります。これらすべての広場や公園を包括的に

管理するシステムが必要だと思います。 

 日テレの公開空地だけを管理するエリアマネジメントではなく、イベントの規模や 

 目的に応じた広場を割り振るシステムが必要です。 

●外濠公園の利用率を高め、区の収益アップにもつながるといいと思います。 

●外濠公園に開閉式の天井、壁を作り、全天候、様々なイベントに使える公園にしたら

よいと思います。 

  



アイデア提案 
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⑤その他 

№ アイデア 

24 参考資料として添付している第 9 回日テレ協議会のアンケート集計オープンハウスの
実施計画が参考になるのではないか。ここでは「日テレ通りに感じる魅力」と「日テレ

通りをより良くするために必要と思う機能・施設」がまとめられており、上位に位置づ

けられている魅力や機能・施設は何れも納得感のあるものとなっている。これを活用し
ない手はないと思う。 

25 〇日テレ跡地に二番町地区地区計画を変更して建設・整備される街区公園並みの空地と

超高層ビルの屋上や側面を活用して、三井住友海上駿河台ビルに倣い、緑地内にバー

ドパスとビオトープをつくり、エコロジカルワークにも寄与しバードウォッチングも
できる場所をつくることを提案します。 

・三井住友海上駿河台ビルの緑地は、高層ビル屋上にイワツバメが営巣するようになっ

ており、千代田区の「平成 28 年度生物多様性大賞」最優秀賞を受賞している施設で、
生物多様性に加えて、地球温暖化対策、自然環境教育推進など様々な観点から素晴ら

しい施設になっています。 

・千代田区には、残念ながら、これにつづく環境整備、特に、イワツバメが来るような
場所は、番町麹町以外では、たくさんの高層建築物が建てられていながら、今のとこ

ろできていないと思います。番町麹町地区にも、同様の施設が配置されることは、番

町麹町の住民のみならず、千代田区全体にとっても、望ましいことと思います。 
・日テレ再開発では、超高層ビルが建てられることになっていますので、番町地区に、

駿河台に倣って、自然界では断崖絶壁に営巣するイワツバメ（ヒメアマツバメ）は超

高層ビルの屋上にコロニーをつくり、ビル壁面に沿って飛翔するのがみられ、その他
さまざまな種類の野鳥のバードウォッチングを楽しめる場ができれば、広範な年齢の

子供たち、子育て家族から高齢者まで、この街区内の多くの人々に、素敵な環境を提

供できるようになり、心からの地域貢献を望んでいると言われる日本テレビにとって
も願いが叶い、申し分のないものになると思います。 

26 ●タウンミーティング 

地域住民が主体的に地域課題について話し合い、解決策を探る場として、タウンミーテ
ィングを定期的に開催します。 

地域課題の共有： 防犯対策、防災対策、環境問題、子育て支援など、地域課題を共有

し、解決策を検討します。 
専門家による勉強会： 専門家を招き、地域課題に関する知識を深める機会を設けます。 

相談窓口： 悩みや困りごとを相談できる窓口を設け、地域住民同士の助け合いの精神

を育みます。 
●地域メディアの運営 

番町エリアの情報発信を強化し、地域住民の QOL 向上に貢献します。 

地域情報サイト：イベント情報、お店の紹介、地域住民のインタビューなどを掲載しま
す。 

地域新聞：地域のニュース、住民の活動報告、コラムなどを掲載し、地域への愛着を育

みます。 
コミュニティ FM：地域密着型の番組を制作・放送し、地域住民の声を届けます。 



アイデア提案 
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⑤その他（つづき） 

№ アイデア 

27 当園のこどもたちは東郷公園や千鳥ヶ淵公園や番町の森などにお散歩に行って、遊具

で遊んだり、走り回ったり、葉っぱや虫を探したり触ったりしています。 

マンションの周りでお散歩したり、遊んだりしていると静かにするよう注意されるこ

ともあります。 

こどもたちが元気に遊べる場所をたくさん作ってほしいです。 

28 【駐輪場の拡充】 

番町エリアではマンションにお住いの方が９割以上とのことですが、基本的に多くの

マンションは１室につき１台の駐輪場しか設けておらず、それ以下のマンションもあ

ります。子供を自転車に乗せてあげたいのですが、置き場がなくて困っています。既

存マンションが駐輪場を拡充することに対する助成金制度や空いている駐輪場を地域

住民へ貸し出すような取り組みがあると大変助かります。 

29 地域の保育園の園⾧先生から聞いたのですが、隣接マンションから地域のカラーでは

ないという理由でクレームが入るため、園の窓を開けられない、園庭で子供を遊ばせ

られない、園の前で保護者がお迎え待ちできない、といった状態だそうです。一部の

マンションからは承諾を得られ、その方向の窓だけは開けられるそうです。これにつ

いてどう思うかシンポジウムでもご検討頂きたいです。 
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■番町次世代シンポジウム 当日の発言内容 

 

全体対話の発言内容 

■
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アイデアづくりワークショップの発言内容 

■
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アイデアづくりワークショップの発言内容 

■
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まとめの発言内容 

■
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裏面へ続きます 

番町次世代シンポジウム アンケート 
 

 本日は「番町次世代シンポジウム」にご参加いただきありがとうございます。 

アンケートにご協力をお願いいたします。 

なお、アンケート結果は区ホームページ、千代田区議会・委員会、都市計画審議会等に説明（公表）させて 

いただく予定です。予めご了承ください。 

  

■あなた自身のことについて 

年代 □１０代 □２０代 □30代 □40代 □50代 □60代 □70代 □８０歳以上 

性別 □男性 □女性 □答えたくない 

職業 □会社員 □自営業 □公務員 □専業主婦・主夫 □学生 □その他 

番町地区との関わり □番町地区に在住  □番町地区に通勤・通学  □その他（              ） 

 

■これまでの番町地区の説明会等の参加について 

Q1 番町地区でこれまでに開催された説明会や公聴会、オープンハウス等に参加したことはありますか。 

□何回か参加した  □一度参加した  □知っていたが参加したことはない  □知らなかった 

 

■本日のシンポジウムについて 

Q2 本日のシンポジウムを知ったきっかけをお教えください。 

□区ホームページ  □広報千代田  □区ポータルサイト  □掲示板  □知人から聞いて  □その他 

Q3 本日のシンポジウムの満足度をお教えください。 

□とても良かった  □まあまあ良かった  □あまり良くなかった  □全く良くなかった 

⇒そのように 

感じた理由 

 

 

 

Q4 ワールドカフェの全体共有の中で、特に印象に残った意見や内容をお教えください。 

 

 

 

 

 

 

Q5 チェックアウト（Good & New）の中で、特に印象に残った意見や内容をお教えください。 

 

 

 

 

 

 

 

0001087185
テキストボックス
環境まちづくり部 資料4-4令和７年３月25日



Q6 シンポジウムの参加前と参加後で、変わったことがあればお教えください。 

 

 

 

 

 

 

Q7 今回のように、多様なメンバーと意見交換を行う場が番町地区に必要と感じましたか。 

□とてもそう思う  □そう思う  □あまり思わない  □全く思わない 

⇒そのように 

感じた理由 

 

 

 

Q8 Q7で「とてもそう思う」・「そう思う」とお答えした方にお伺いします。 

意見交換の方法について、ご意見があればお教えください。 

 

 

 

 

 

 

Q9 今回のシンポジウムを踏まえ、改めて思い描く番町地域の将来像などがあればお教えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～アンケートは以上です。シンポジウムのご参加及びアンケートへのご協力ありがとうございました。～ 
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番町次世代シンポジウム　アンケート　集計

■あなた自身のことについて

【年代】

回答数 割合
1 10代 1 3.7%
2 20代 0 0.0%
3 30代 4 14.8%
4 40代 6 22.2%
5 50代 1 3.7%
6 60代 7 25.9%
7 70代 5 18.5%
8 80歳以上 1 3.7%
9 無回答 2 7.4%

計 27 100.0%

【性別】

回答数 割合
1 男性 12 44.4%
2 女性 13 48.1%
3 答えたくない 1 3.7%
4 無回答 1 3.7%

計 27 100.0%

10代

3.7% 20代

0.0%

30代

14.8%

40代

22.2%

50代

3.7%

60代

25.9%

70代

18.5%

80歳以上

3.7%

無回答

7.4%

n=27

男性

44.4%

女性

48.1%

答えたく

ない

3.7%

無回答

3.7%

n=27
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【職業】
回答数 割合

1 会社員 9 33.3%
2 自営業 11 40.7%
3 公務員 2 7.4%
4 専業主婦・主夫 0 0.0%
5 学生 1 3.7%
6 その他 3 11.1%
7 無回答 1 3.7%

計 27 100.0%

【番町との関わり】
回答数 割合

1 番町地区に在住 22 81.5%
2 番町地区に通勤・通学 1 3.7%
3 その他 4 14.8%
4 無回答 0 0.0%

計 27 100.0%

会社員

33.3%

自営業

40.7%

公務員

7.4%

専業主

婦・主夫

0.0%

学生

3.7%
その他

11.1%

無回答

3.7%

n=27

番町地区

に在住

81.5%

番町地区

に通勤・

通学

3.7%

その他

14.8%

無回答

0.0%

n=27
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■これまでの番町地区の説明会等の参加について

番町地区でこれまでに開催された説明会や公聴会、オープンハウス等に
参加したことはありますか。

回答数 割合
1 何回か参加した 16 59.3%
2 一度参加した 2 7.4%
3 知っていたが参加したことはない 5 18.5%
4 知らなかった 4 14.8%
5 無回答 0 0.0%

計 27 100.0%

■本日のシンポジウムについて

Q2 本日のシンポジウムを知ったきっかけをお教えください。（複数回答含む）

回答数 割合
1 区ホームページ 5 17.2%
2 広報千代田 9 31.0%
3 区ポータルサイト 1 3.4%
4 掲示板 4 13.8%
5 知人から聞いて 6 20.7%
6 その他 4 13.8%
7 無回答 0 0.0%

計 29 －

Q1

何回か参
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一度参加

した

7.4%

知ってい

たが参加

したこと

はない
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14.8%

無回答

0.0%

n=27
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4, 13.8%

6, 20.7%
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0, 0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

区ホームページ

広報千代田

区ポータルサイト

掲示板

知人から聞いて

その他

無回答
n=29
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Ｑ３－１：本日のシンポジウムの満足度をお教えください。

 

Ｑ３－２：そのように感じた理由 

・同じ町に住む方の想いが可視化された。 

・この場で出されたアイデア、意見がどのように生かされていくのかが分からなかった。 

自分とは異なる意見、アイディアを聞くことができた。 

色々な人に会って色々な話を聞けた 

多くの方のご意見を伺えた 

30人皆さんが番町が好きで殆ど同じように感じていることが分かった。町会のあり方も問

題に思っていることも分かった。 

知らなかった価値観を知れた。 

事前の情報提供があるともっと良かった。（当日の流れなど） 

いろいろな方とコミュニケーションを取ることができた。 

番町について知れたし、住民の方の意見を聞けた 

建設的な意見も多くあり、前向きな場だったと思う 

企画自体が画期的。今後も継続していくことが大事で必要だと痛感。意見交換をメンバー

を変えて。 

番町の住人の方がどれだけこの街に愛情を持っているかを認識したし、次世代にも残した

い思いで行動されているのだと感じられた。多世代の方と意見交換できて良かった。 

立場の違う方の意見を聞けた 

交流の機会が得られた 

けんか腰の方が少なく、穏やかに前向きな意見を言っていらっしゃる方が多かったので。 

Q3 本日のシンポジウムの満足度をお教えください。

回答数 割合
1 とても良かった 14 51.9%
2 まあまあ良かった 11 40.7%
3 あまり良くなかった 0 0.0%
4 全く良くなかった 1 3.7%
5 無回答 1 3.7%

計 27 100.0%

とても良

かった

51.9%

まあまあ

良かった

40.7%

あまり良

くなかっ

た

0.0%

全く良く

なかった

3.7%

無回答

3.7%

n=27
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番町の在住者の方のお考えを知れました。 

こういった区主催の、住民が地域の未来を話し合う場は今回が初の試みということで、ま

ずは開催されたことに意義があると思いました。この機会に感謝いたします。 

番町に長年住んでいる方々の多くが私と同じような価値観を持っていると分かったことも

うれしい発見でした。 

ただ、各セッションでグループを組む際は各々に任せるのでなく、機械的な方法でランダ

ムな組み合わせになるようにすれば、より異なった意見 参加者にも触れられたのではない

かと思いました。 

また、何人かの参加者について疑問を感じました。番町がどうというよりご自分の活動に

関するご意見が多く、シンポジウムの趣旨に合っていないのでは、というのが正直な感想

です。 

次回からは、せめて番町と何らかの関わりと思い入れがある方に限定していただきたいと

強く思います。 

・附帯決議に基づく「前向きに話し合える場」では全くなかった。本当に参加したい関係

者がはねられて、関係のない人が参加していた（在住・在勤・在学でもない方が数人、ま

た区内在勤だが「番町を知らない」人まで入っていた。上の回答でも「その他」とある

が、選択肢としておかしい）。 

・参加者が正しい情報に基づいて話していないこともあり、無責任な発言が多いと感じ

た。 

・「附帯決議」が何か、今日はそれに基づく話なのか、全然知らずに来ていた人がいた。

募集要項にもそのようなことは書いてなかったから当然だと思う。区がまず二番町再開

発・附帯決議では何が求められているかについての説明会を行い、しっかり理解された上

で、「すべての」関係者が参加できる場がもたれなければ、「附帯決議に基づく『前向き

な話し合いの場』にはならない。 

・附帯決議で求められているのは「二分している地区の融和」であり、「なお、日テレ通

り全体のまちづくり」は追加事項でしかない。それを一緒にして議論し、二番町地区を抜

き出すというのは順序が逆である。 

ふんわりした「あったらいいもの、よさそうなもの」を聞いて盛り上げ、雰囲気がよくな

った、というアリバイ作りをされた感じがした。 

・地区を二分しているのは、① 狭い道路沿いに超高層が建ち、容積率が 1.5倍も増えるこ

とへの恐怖 

② 「あったらよさそう」程度のものを盛り込んで、人流が増え、インフラが圧迫され、喧

噪化すること、一言で言えば、「番町の環境が変わってしまうこと」、であるのだから、

附帯決議に基づき「高さや容積率を下げ、環境への影響を減らす努力」に注力しなけれ

ば、納得は得られない。 

それを、逆に地域の希望をブレストでわざわざひねり出して積み上げ、やはり大きなもの

が必要で、「皆様のためになることをするから人流がふえる（すでに日テレはそう言って

いる）」という話に持ってゆくのは本末転倒である。 
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・区も事業者も環境評価をはっきり表に出さず、（別の場でだが）区は住民に対し「探せば

どこかにある」、と投げた言い方をした。住民が探し出しても、「容積率が 1.5倍に増える

のに、就業者数の増加は１．３倍である」とか、「歩行者の増加分は、就業者数の増加によ

るものではなく、店舗に来る人の増加分である」などとしていて理解できない。まずこれ

らについて区から納得のいく説明をしてもらいたい。これが住民の一番の関心事であり、

本当に番町の次世代を語るなら、環境問題の整理が不可欠である。 

・イベントの騒音で困っているが、連絡先がわからず、仕方なく窓を閉めたり、外出して

しのいでいる人や、4～５時間もシンポジウムに時間をとる体力も時間もない弱者、またこ

うした作業型イベントが苦手な人、など、本当の「サイレントマジョリティー」が関われ

ないやり方だった。 

（実際、往復を含め５時間もかかり、その中でも何度も席を変えさせられ疲弊した。） 

・当該地域の近くで、「誰でも」、再開発の懸念事項が解消されるまでとことん、何回でも

「普通の話し合い」をしなければいけないと思う。 

・今回の遊びのようなやり方では、間違った発言も修正する機会はなく、個々の問題追及

が深められない。 

例えば、「エリマネを民間に任せたくない」という意見が複数あったが、深められなかっ

た。 

・わちゃわちゃして発表させたものをあたかも多くの住民から出たアイデアのように提示

されると、二番町計画の最初の「住民を代表していない町会長が、盆踊り広場があれば高

くしてもいい」と言ったことが独り歩きしてその後の地区の分断につながったことの繰り

返しになる。 

・このような会が「前向きな話し合いの場」と標榜され、二番町再開発計画の与件整理・

基本計画に加えられることはやめてもらいたい。 

自己紹介時にも伝えたが、東京都千代田区で 13年勤務しながら番町地区の事については全

く知らなくても自らの提案を受け入れてくれる所 

 

Ｑ４：ワールドカフェの全体共有の中で、特に印象に残った意見や内容をお教えください。 

・番町の歴史の共有 

・日テレ問題以外にも新旧住民の交流や、バリアフリー、子どもの遊び場の不足など、問

題が山積していることに驚きました。 

・番町のイメージを固めていく必要がある。 

→どんな街にしていきたいのか？ 

「こうなってほしくない」の共有はできそう！それを共有して、今後どうしていくと良い

のか考えられるといいよね！ 

具体的ではあるが、銭湯がそんなに人気なのか？ 

安心安全に暮らせる街＝広い遊歩道を作る、自動車スピードの制限、建物（高さ、色、建

材 etc）のルールブック作り 

都計審で対立していた本人のお話を聞けたこと 

静けさ、にぎわいいらない 
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コミュニケーションを取りたい方（町会活動の参加等）が多くいらしたのが驚いた。 

情報の共有、発信方法 

個人的には銭湯のあるまちをあげたが、他にも同じような考えのある方がいて新鮮だった 

・時間が細切れの印象あり。 

・でも面白かったです。 

・盛り沢山の内容で、半日に詰め込み過ぎだったのでは？ 

町会に入りたい人が多い。町会を運営している方々の工夫。 

意見は違えど番町を好き、良くしていきたいという思いは同じであるというということ 

歩行空間の拡充 

検討する時間が短い 

番町に長年住んでいる方々がだいたい私と同じような価値観を持たれているとわかったこ

と。単純に普段出会うことが難しい世代のご近所の方とお会いして話せたことだけでも新

鮮で貴重な体験だった。 

イベントやお知らせ etcの情報共有が足りない所（ホームページなどに載らず自らで調べ

たりと負担も生じる為、後々になってからこういう情報があったとのケースも多々ある） 

 

Ｑ５：チェックアウト（Good＆New）の中で、特に印象に残った意見や内容をお教えください。 

・子供の遊び場、特にボール遊びの深刻な不足 

・銭湯を求めている方の多さ 

・広報紙や町会が、まだまだ十分に機能していないこと 

❝番町を教える会❞ 

「参加者は皆、番町が好き！」ということが分かった。 

具体的になった場合は、どのように整理していくか 

皆、番町を愛していること 

若い方の意見も聞くことが出来て良かった。 

知らなかった意見を知れた 

オープンザフューチャー・バイ・アートに賛同を得た 

コミュニティの場、町会ともっとつながりたい、など町会の役割の重要性を認識できた。 

Good：子どものための広場や、住人の憩いの場を皆欲していることを知れた。皆とにかく

番町が好きと知れた。 

New：町会があるということ。 

番町が好き＋コミュニティ、コミュニケーション→エリアマネジメントは住民でできる 

皆様の新しい発見が各々あったことが印象的でした。 

前向きな発言が多く素晴らしい 

「絶対あってはいけないこと」というトピックで、こうなってほしくないというビジョン

がグループ全員で一致したこと（港区の○○ヒルズ群を代表する、どこにでもあるような

金太郎飴的開発だけはやめてもらいたい！） 
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・グループワークの段階で「番町は学校が多いので、運動会、学園祭で年２０回くらい、

大きな音がする。 

文教地区なので、我々はそれは受け入れている。それ以上のイベントの騒音は勘弁してほ

しい」との話があったが、他のメンバーが番町を知らないので、発表に盛り込めなかった

とのことを聞いた。 

 

Ｑ６：シンポジウムの参加前と参加後で、変わったことがあればお教えください。 

・番町を好きな人が多い。 

・自分と同意見の方が多いことに気づけた 

→住民の想いはほぼ同じなのでは？ 

日テレ再開発への想いがある方が予想以上に多いことが分かった。一方、町会とは限らな

いコミュニケーションの場を求めている方が多いことも分かった。 

意見の対立を大きくしない方法として良かった。今後も話し合っていくことが必要 

明確になった 

番町にはまだまだ未来があり、期待できる 

今後の地域活動の参考になりました。 

区役所にも変化の兆し？嬉しいです。 

街をつくるということを主体的に考えることができ、より身近に番町を感じられた。 

よりこの地域に愛着が沸いた。 

番町愛が深かった 

もっと地域の人と出会い、対話し、意思表示をして、番町の未来に関わっていきたいと思

った。 

千代田区番町周辺を自らの足で散策して目で見て確かめたいと思えるようになる。（場所

でいうと市ヶ谷辺りだと分かり、電車の乗り換えはあるが具体的な所までは行っていな

い）⇒参加前は自分が番町地区の事で考えている事のみを考えていたが、番町地区全域に

ついて深く考えられるようになったという点です。 
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Ｑ７－１：今回のように、多様なメンバーと意見交換を行う場が番町地区に必要と感じまし

たか。 

 

Ｑ７－２：そのように感じた理由 

コミュニケーションと情報公開が不足している。 

町会だと情報が来ない。一部の人でない、住民も勤務者も学生も一緒に意見交換ができれ

ば良い 

会ってみることは大切 

楽しかったです 

若い人が少なすぎる。子ども（小学生であっても）聞いてみると良い 

いろいろな意見が聞けるため 

情報共有、伝達が圧倒的に不足していると感じた。 

従来からの住民の方と新しく転入された方々との交流が必要 

皆さんがそう発言されていた為 

私の世代だと、番町小時代は越境通学の同級生がほとんどだったので、意外とご近所さん

をあまり知らない。話してみると共通の知り合いもいたりして楽しかった。また新たに番

町に引っ越された方にも（興味があれば）ここはこんな歴史がありますよ、こんな土地柄

ですよと共有して、一緒に地域をよりよいものにしていきたいと思った。 

年に 1回だけでなく、月 1回開催する方が変化が見られる。 

今回のようなシンポジウムが今後開催された場合、また参加したいと
思いますか。

回答数 割合
1 とてもそう思う 15 55.6%
2 そう思う 8 29.6%
3 あまり思わない 0 0.0%
4 全く思わない 1 3.7%
5 無回答 3 11.1%

計 27 100.0%

Q7

とてもそ

う思う

55.6%

そう思う

29.6%

あまり思

わない

0.0%

全く思わ

ない

3.7%

無回答

11.1%

n=27
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・地域に暮らしている者、経緯をよく知る者以外がイメージでものを言うのはよくない。 

 無責任で、話が散乱する。 

・「このような会に慣れている者」「ワークショップや発信が好きな者」が集まり、言っ

たことが独り歩きしたり、行政や事業者に都合のよいことが切り取られていくことのほう

が怖い。 

・「非常に込み入った地域の問題」を知らないコーディネーター（ご本人がそうおっしゃ

っていた） に任せるのではなく、責任ある者が矢面に立ち、地域の近くで、「誰でも」、

再開発の懸念事項が解消されるまでとことん、何回でも「普通の話し合い」をする場を設

けなければいけない。 

・「あったらいいもの」は具体的にあげられるが、「静けさを維持したい」は具体的にな

りにくい。 

 静かな施設でも人は来てしまう。今回のような、誘導的な手法はやめてほしい。 

・最近地域で行われた、「誰でも参加でき、事実確認を目的とし、質問内容を限定され

ず、行政から答えを聞ける説明会」とはまったく内容も危機感も違った。 

 

Ｑ８：Ｑ７で「とてもそう思う」・「そう思う」とお答えした方にお伺いします。意見交換の

方法について、ご意見があればお教えください。 

LINE、SNS、HPなど 

・是非参加者を変えて回を重ねていただきたい。 

・多くの住民は番町に愛着を持って住み、これからも住み続けたいと思っていることが改

めて知り得て良かったです。 

会の後、出た案に対して区としてどのように対応したか、次の会で報告してほしい。 

このような場に出る人がある程度固定してしまうのでランダムに選んで招待通知を送る。 

今回のような場はとても良かったですが、具体的に次に進める方法に着手していただける

と嬉しいです。 

今回のやり方で良い 

みんなで話すことは色んな面でプラスとなるため 

こういったシンポジウムももちろん有効だと思うが、それなりの熱量がある人しか参加し

ないと思う。 

やはり当日も多く意見があがったように、町会をもっとフランクで参加しやすいものにす

る。私も一応町会に入ってはいるが、予算についての会合くらいしか集会がないため、未

だに参加したことはない。また連絡方法も手紙に限られているため、やりとりしづらい。

メールや SNS を活用してほしい。 

一番町から六番町まであるが、小さな規模で各々活動するのは労力も時間ももったいない

と思うので、全町会いっしょくたにした「番町会」、それがむりでもせめて二つくらいに

合体できないものかと思う。 

今回、円形方式で開催したが、大学の授業みたいにボードを使用したり、「パネルディス

カッション」を活用する事でより深く意見が出てくると感じます。 
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Ｑ９：今回のシンポジウムを踏まえ、改めて思い描く番町地域の将来像などがあればお教え

ください。 

放っておけば番町は自然に住宅街の様相を減らし、繁華街化する。昼間人口を抑える努力

を怠れば、特徴のない街になってしまうと危惧する。 

・老人から子どもまで、誰もが安心安全に暮らせる街 

・バリアフリー化→老人、子ども、障害者も安心して暮らせる 

・電柱の地中化→防災 

住民も勤務者も学生も参加して、ゆるやかなつながりを持つエリア 

丁寧な意見調整 

静かで落ち着きのある上品な町、緑と水と広い空のある町 

あきらめないで、将来世代のことも考えたまちづくりを追求していきたい。 

今回の内容のフィードバックをメールや HPなどでお願いしたい。 

・落ち着いた安心して住めるまち。何よりも住環境の保持 

・都市マスに沿ったまちづくりを大切にしていただきたいです 

住民が安心して暮らせる街を維持してほしい。参加してみてとても良かったです！ 

もともと住んでいる方も新しく住民になった方も、日テレも全ての人がこの街に住んで、

この街で事業をやっていて良かったと思える地域に。 

日テレ跡地は千代田区が潤沢にある資金 1400億円を元に買い取ってくれたらいいのにと思

ってしまいました。 

・夜間人口が増えているのに、そのためにという名目で昼間人口をふやすという、非論理

的なまちづくりが横行する。 

・作為的、誘導的な話し合いの会が持たれ、一方向に誘導され、住宅用途地域が商業用途

地域に変更され、それを前例にして、次々に日テレ風の超高層ビルを中心とした再開発地

ができ、「番町らしさがなくなる」ことが想像された。 

・「日テレの再開発で駅構内がバリアフリーになるわけではなく、依然として地下鉄ホー

ムから改札まで階段でしか上がれないところが残り、障害のある方や、心肺の弱い方は番

町口が使えない」「超高層下で、ビル風が吹き、日陰になる、今の番町の森とは違う広場

になる」、ことにビルができてから気づくことになってしまう。 

・エリアマネジメントを日テレ関係の企業が請け負うと、なんでもありになってしまう。 

 テナントを維持するためにどうしても集客が図られ、わざわざここでやる必要のないイ

ベント（すでに行われている）が行われ、繫華街化する。 

・テナントなどの希望を言っても根付くとは限らない。都心の再開発ビルで見られるゴー

ストタウン化や、無理な誘致で変なテナントに入れ替わる可能性もある。賃料を無理に下

げると、周りのビルが空洞化する。（すでにビルは埋まりにくくなっている） 

・都会人の利便性に合わせると営業時間も遅くなる。 

・あれもこれも盛り込まれ、緊急時に細い道路でも交通の身動きがとれなくなる街。 

・異論を封じ、最後の設計段階まで気を持たせるようなやり方では、本当に、都計審会長

が都計審でおっしゃった「双方にとって不幸な結果に終わる」、そういう街になると思っ

た。 
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番町の歴史や誇り、独自性を次世代に残すような再開発をしてほしい。具体的には、再開

発ビルの外観を周囲に合わせる。ガラスの塊ではなく、レンガやタイルのような伝統的な

素材、もしくはその代替素材を使う等。テナントも精査して、地域に役立つ物にしてほし

い。新旧の住民がお互いを尊重できる出会いの場になってほしい。またせっかく今回のシ

ンポジウムでいろいろな意見が出、そのなかには参加者の多くが賛成した意見もあったの

だから、区側・日テレ側としてはこの機会を単なるガス抜きとせずに、民意として真剣に

受けとめてもらいたい。 

少子高齢化が進んでいる現代社会の中で、①子供達が安心して遊べる施設の整備（スポー

ツが出来る環境を作る為にバスケットゴールを多く設置する）+②千代田区ホームページを

活用する（イベント事を掲載して地域住民との連携を図っていく）+③歩行者専用道路を拡

充する 

今回シンポジウムに参加して番町地区は再開発が凄い進んでいると感じた。流れに合わせ

た情報共有がより大事になると思いました。 

 



（２）地区計画の決定事項である高さや容積率はそれぞれその上限
を定めたものであり、事業者が地区の要望を受け止めて上限に対
してゆとりを持った計画内容とすることを妨げるものではないので、
今後の建築物の設計段階においてその可能性について事業者と
十分に協議すること。
また、計画されている公共的施設の在り方を含め、様々な観点から
質の高い計画になるよう十分に協議すること。

日本テレビ
（事業者）

千代田区

日本テレビ通り全体の
まちづくり方針の早期策定

⇒【まちづくり協議会】

二番町計画の検討ステップ

区議会
学識経験者
関係住民

適宜報告意見交換

附帯決議

環境まちづくり部資料４-5
令和7年3月25日

前向きに話し
合える場の
検討・設置

区議会

適宜報告

早期周知・確認申請

（１）事業の具体化に当たっては、地区内の融和に
向けて事業者・関係住民・関係機関などとともに
真摯な努力を重ねること。

（４）上記（２）及び（３）については、それぞれの進展状況について適切な節目に応じて当審議会に報告すること。

（３）地区計画によって確保された地区施設の管理運営のあり方については千代田区と事業者との協定によりその骨格が定められる
こととなるが、関係者の納得を得られるよう真摯な努力をし、当該協定（協定に基づく取り決めを含む）の決定、変更の手続きに遺漏
がないよう慎重に進めること。

個別ヒアリング

関係機関
（教育機関等）

都市計画
決定告示

環境影響調査

工事着工
～工事竣工
（約３～４年）

運用開始実施設計
（約１年）

基本設計
（約１年）

基本計画
（６ヶ月以上）

協議
協定
締結

与件
整理

現在▼



権利者調整 事業主体 行政財産関係調整

（区：万世会館、清掃事務所） （河川・道路・公園等）

 　※必要に応じて覚書等を締結

外神田一丁目南部地区について

（１）事業決定・組合設立に向けた検討フロー（概略）

同意依頼

同意書提出

権利者としての

意思決定

事業計画認可・組合設立

都市計画決定・告示

都市計画の企画提案書

〇 基本設計 (建築物) 〇 基本設計(公共施設)

【事業計画】

〇 事業施工計画（概略）

〇 資金計画

組合定款

公共施設管理者同意
≪添付≫

・取得床（負担費用含む）

・施工中の補償（仮移転等）

・将来管理等について

※共有施設含む将来管理等

方針の調整

協議・調整

協議・調整

協議・調整

協議・調整

≪事前調整≫

・ 施設の設置・整備

・ 行政財産への占用等

協議・調整≪事前調整≫

・ 公共施設の再整備について

・ 条件検討【所管部署】

計画概要の検討等

2/3以上の同意書

☆将来管理の枠組み（組織（エリマネなど）・役割・費用負担等）について、

まちづくり・管理者・権利者それぞれの立場で合意

事業計画・組合設立認可申請≪添付≫

区施設

要求水準の整理

範囲・構造・将来管理等

について協議

※将来利活用・管理方法

(エリマネ等)・役割分担含む

環境まちづくり部 資料５

令和７年３月２５日



（２）防災船着場に関する位置付け



外神田一丁目南部地区について

（区有施設を含む市街地再開発事業の手続きの流れ）

区施設

条件の整理

事業計画の検討

基本設計・・・概略設計

・設計概要、設計図

・事業施行期間

・資金計画（概算）等

事業計画・組合設立

認可申請

千代田区

再開発事業参画への

方向性確認

所管部署での条件検討

都
市
計
画

事
業
計
画
検
討

権
利
変
換
計
画
検
討

議案の提出

工
事
～
事
業
完
了

事
業
方
針
検
討

事業計画の作成

協議・調整

準備組合東京都 千代田区

原案の作成

案の作成

都市計画審議会

(審議)

都市計画決定・告示

（地区計画）

【都市計画法第16条】

【都市計画法第17条】

東京都への協議

【都市計画法第19条】

（都市計画決定後～組合設立）

同意書の提出

●
（経由）

●

認可
事業計画認可

再開発組合設立

廃道手続き

権利変換計画の検討

・実施設計・・・詳細設計

・土地調書・物件調書

・権利変換計画概要

・権利変換基準

・損失補償基準 等

不動産鑑定士による評価

・従前資産評価

・従後資産評価

※評価基準日における評価

権利変換計画認可申請

権利変換計画の作成

●
（経由）

●

認可 権利変換計画認可

同意書の提出

工事発注～竣工

組合解散～清算

施設引き渡し

●
（経由）

認可

計画概要の検討等

基本計画・・・施設規模・

ボリューム検討

・条件整理

・全体計画・施設計画案

・資金計画（超概算） 等

区取得床

価額条件の整理

協議・調整

都市計画決定・告示

（再開発事業）

条件確定

同意の依頼

同意の回答

要求水準書を基に整備

内容をブラッシュアップ

提示された従前・従後価額を受け

他の地権者と公平・公正か確認。

必要な床を確保するために増床す

るか、逆に一部転出するか等検討

（都市計画決定から１年～１年半後を目標）

■権利変換条件（概略）の提示 および 区有施設の機能配置等の提示

▼条件等の提示①

所有権者及び借地権者の2/3以上の同意

宅地面積及び借地面積の2/3以上の同意

基本設計の深度化を通じて

■建築コスト圧縮の検討

■事業計画の見直しを実施

同意の回答

同意の依頼

（提示スケジュールは今後の精査による）

■権利変換条件の提示 および 区有施設の配置設計図等の提示

▼条件等の提示②

区

よ

り

適

宜

情

報

提

供

・

報

告

を

受

け

調

査

（
区

議

会

）

廃道議案

審査

区議会

建築条例

審査

議決・告示

議決・廃止

地区計画の整備計画（容積率・高さ・壁面の

位置の制限等）を担保するための条例化

まちづくり上、区道が必要ない

ことを確認・審査

区から区有施設の要望を踏まえ

た配置設計図作成・検討

・「審査委員」の同意

・「総会」の議決

※実施設計を通じて

建築コスト圧縮の

検討を継続実施

■審査委員による

公平・公正性のチェック

・権利変換基準

・権利変換計画（認可申請）

・意見書対応

参考資料

令和６年２月26日
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▼現在
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